
議案第３６号 

 

   佐倉市道路線の変更について 

 

 次のとおり佐倉市道路線を変更するため、道路法（昭和２７年法律１８０号）

第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を

求める。 

 

路線名 
変更の 

前後別 

起点 

終点 
重要な経過地 

Ⅰ－３０号線 

変更前 
佐倉市大崎台四丁目１番１地先 

佐倉市石川３１２番地先 
 

変更後 
佐倉市大崎台四丁目１番１地先 

佐倉市高崎９８８番地先 
 

 

  平成２８年２月２２日提出 

 

          佐倉市長  蕨  和 雄   

 


